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カ 眺望景観の保全・創出 

京都の眺望や借景は，歴史的な建造物，河川等の

自然環境，そして，三方の山並み等が一体となって

優れた景観を構成する眺望や，比叡山等の遠くの景

観要素を庭園の眺めに取り込み，一体的な景観とし

て捉える借景等，視界に入る全ての景観が重なって

織り成す「景色」，「風景」として捉えることができ，

京都の景観を構成する重要な要素となっている。ま

た，この眺望景観は，長い歴史の中で京都の人々の

共通の楽しみとして生活文化に根付いてきたもの

であり，見る側の文化的背景や感性も含まれたもの

として，総合的に捉えることができる。

これらのうち，世界遺産の境内からの眺めや「大

文字」などの五山の送り火の眺めなど３８箇所の眺

めを選定し，それらの優れた眺めを将来にわたって

保全するため，京都市では，全国でも初となる眺望

景観に関する総合的な仕組みを持つ「京都市眺望景

観創生条例」を平成１９年（２００７）に制定した。

この条例は，視点場から視対象への眺め，そして，

同時に視界に入る市街地の美しさ等を守っていく

ための基準を定め，眺望景観の保全・創出を図って

いる。特に，視点場から視対象への視線を遮る建築

物が建たないよう建築物の最高部の位置を規制し

ている。これは，建築基準法の高さ規制が地盤面か

らの高さ規制であるため，地盤面の位置が変動し，

建築物の海抜からの高さが変動しても「建築物の高

さ」の数値は変わらず，海抜からの高さを規制でき

ないからである。このため，条例では建築物の最高

部の位置を海抜からの標高により規制することと

した。

図3-4 眺望景観保全区域の概念図 

  写真3-18 見下ろしの眺め（大文字山から市街地） 

写真3-20 眺望景観ポイント（視点場） 

写真3-19 しるしへの眺め（賀茂川右岸からの大文字）
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